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与論町子育て支援金制度のしくみ

　ヨロン島サンゴ礁基金を通じて、与論町にたくさんの応援をいただき、誠にありがとうござ
いました。 本町では、ヨロン島サンゴ礁基金、また、かごしま応援寄付金を通じて与論町にお
寄せいただいた寄付金を、本島の豊かな自然環境・地域資源の保全や文化・芸能の伝承等を図
るため、４つの事業に活用させていただきます。
　ここで、平成 22 年度にご寄付いただいた実績と、活用状況の事例をご紹介します。
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寄付金の活用状況

与論町役場 総務企画課 ヨロン島サンゴ礁基金係   TEL：０９９７－９７－３１１１

▲

ヨロン島サンゴ礁基金に関するお問合せ先 ▲

サンゴ祭事業（平成22年度）サンゴ祭会場に設置されたサンゴブース(左)と、
メッセージが書かれたサンゴ増殖用具（右）

■サンゴ礁と共生する環境保全に関する事業■サンゴ礁と共生する環境保全に関する事業

■離島の振興に関する事業

事　　業　　名
サンゴ礁と共生する環境保全に関する事業
ヨロンマラソン大会の運営に関する事業
与論十五夜踊りの保存に関する事業
離島の振興に関する事業

合　　　計

件　数
21
10
4
32
67

金　　額
545,636円
108,000円
75,000円
980,549円
1,709,185円

与論町子育て支援金制度
　この度、与論町の出産、子育てを支援するため、与論町子育て支援金
制度ができました。
　この制度は、与論町子育て支援金を支給することにより、子ども達が
将来町の発展を担う人材となるよう健やかに成長し、活気に満ちた町の
創造を願い支給される与論町独自の制度です。

支援金を受けることができる方
与論町に住所がある方で、平成２３年４月２日以降に生まれた子を養育している場合に受け
取ることができます。ただし、以下の支給要件をクリアしていることが支給の条件となります。

支給要件
養育者が児童の出生日より前１年以上継続して与論町に住所があり、児童の出生日から引き
続き６年以上与論町に住所があることを確約できる者

支援金の額と支給の方法
支援金額とその支給方法は、次のとおりです。
出生時、小学校入学時、中学校入学及び卒業時にそれぞれ規則で定める額が支給されます。

申請に必要なもの
住民票謄本、申請者の通帳、印鑑

▲

与論町子育て支援金制度に関するお問い合わせ先 ▲

与論町役場　町民福祉課（担当：竹沢）　TEL：０９９７－９７－３１１１（内線２１４）

サンゴ礁基金と共に贈られた
応援メッセージをご紹介！

与論小学校校章整備事業（平成20年度）  与論小学校書庫整備事業　（平成21年度） 緑化推進事業　（平成22年度）

ヨロン島サンゴ礁基金

平成22年度の寄付実績

実績
報告

児童数

第１子

第２子

第３子

第４子

第５子

子育て支援金額

100,000 円

200,000 円

500,000 円

600,000 円

700,000 円

出生時

  50,000 円

  50,000 円

100,000 円

100,000 円

100,000 円

小学校入学時

  10,000 円

  50,000 円

100,000 円

100,000 円

200,000 円

中学校入学時

  20,000 円

  50,000 円

100,000 円

200,000 円

200,000 円

中学校卒業時

  20,000 円

  50,000 円

200,000 円

200,000 円

200,000 円

支　給　時　期

※第６子以降の支援金の額は、別途規則で定める通りとします。

■48 年前（大学生）の時から、十数度

にわたり与論島へ訪問させていただ

き、島の方々には大変お世話になって

います。大阪生まれでいなかを持たな

い小生にとって、与論は第２のふるさ

とです。僅かですがお役立て下さい。

（大阪府Ｔさん）

■未来の与論に夢と希望をこめて寄付

いたします。有効に使って下さい。

（埼玉県Ｎさん）

■ヨロンマラソンに第１回目より参加

させて頂きいつもお世話になっていま

す。島の人々の暖かいもてなしの心が

とても嬉しく思います。マラソン大会

が、今後も続くことを願うとともに、

与論が発展することを願い、ほんの多

少ではありますがお役に立てればと思

います。（福岡県Ｔさん）


